
 

 

 

 

病院 老人施設 特定建物
給湯用 ４～６ ４～５ ３～４
冷却水 ５～８ ５～７ ３～５
修景用水 ５～８ ５～７ ３～５
渦流浴・温泉 ６～９ ６～８ ３～５
加湿器水 ７～１１ ７～９ ６～８

３点以下
４～５点
６～８点
８点以上

１年以内に２回以上設備の稼動初期・期間中に細菌検査を実施
１年以内に３回以上設備の稼動初期・期間中に細菌検査を実施

常に維持管理に心がけ必要に応じて細菌検査を実施
１年以内に１回以上設備の稼動初期に細菌検査を実施

下記回数にてレジオネラ菌検査を実施する必要があります。 

1×102 cfu/100ml 未満 

1×102 cfu/100ml 以上 

 冷却水系統の洗浄又は除菌剤の投入を行う。（一次的な対応） 

 総合水処理剤による冷却水水質管理を行う。（継続処理） 

管理良好 レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌
検
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例えば老人ホームの冷却塔であれば

点数は５～７となり、年 1回以上の

検査を実施する必要があります。 

浴槽系統のレジオネラ菌は、人が吸入して呼吸器系に感染する可能性が高いことから、 

ユーザーの意識も高まっており、近年、検査も定期化してまいりました。 

それに比べ、冷却水のレジオネラ菌対応は、まだまだ遅れているのが現実です。 

実際に検査してみると、基準値を超えて検出しているケースも多く、浴槽に比べ感染 

確率は低いとは言え、冷却水は飛散する状況にあり軽視できるものではありません。 

 

ビル管理法の中でも、冷却塔に関して、①補給水は飲料水レベルに適合するもの  

②冷却水は定期的な点検や水入替えの実施 ③冷却塔・冷却水管の定期清掃の実施

などが基準化され、レジオネラ菌の抑制を目的とした内容になっています。 

是非この機会に、冷却水のレジオネラ菌検査をしてみませんか？ 

レジオネラ菌が検出された場合対策を実施し、検出菌数が検出限界

以下（10cfu/100ml 未満）であることを確認する必要があります。 

以下の対策が必要です！ 

（感染危険因子の点数化） 

定期的な検査の実施 


